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令和 2 年度前学期授業の開講⽅針 
                               
                               理事・副学⻑（教育） ⼸削 俊洋 
 
1．基本⽅針 
  予定通り、4 ⽉22 ⽇（⽔）開講とするが、第1 クォーター期間（6 ⽉10 ⽇まで）の授業は原則「遠隔授業」

とする。 
（授業⽇程の変更はありません。 ７．参考 令和２年度授業⽇程を参照。） 

  
2．理由 
 学⽣と教職員の安全確保、⼤学がクラスター発⽣源になることを避けるため。 
  ① 国内での感染が急増し、4 ⽉７⽇には、政府による「緊急事態宣⾔」が７都府県に発令された。 

② 愛媛県は、現時点では対象地域ではないが、感染者は確実に増加している。 
  ③ ⼤学は、外国も含めて多様な出⾝地、訪問地をもつ学⽣や教職員が多数集まる組織であるため、感染防⽌

対策に積極的に取り組む必要がある。 
  ④ 対⾯型授業は「三密」（密閉、密集、密接）を避けて実施すべきであるが、教室数等の制約があるため、

国内外で感染者が増加している現状では、実施を⾒送るべきである。 
  ⑤ 遠隔授業が困難だと思われていた科⽬の担当教員からも、遠隔授業に協⼒する旨を表明して頂いた。 

⑥ ⼤学本部としても、遠隔授業の円滑な実施のために、特別措置を含めて⽀援していく。 
 
3．「遠隔授業」の⽅式 
 1）遠隔授業Ａ︓動画等のネット配信による遠隔授業 
  ① 同期（リアルタイム）型 
    ZOOM、 WebEx などのネット会議システムを活⽤して、教員が遠隔地の学習者に対してリアルタイム

で授業を⾏う形態です。双⽅向で映像と⾳声のやりとりが可能で、ファイルの提⽰も可能です。リアルタ
イムで授業を⾏う形態なので、学習者は教員が指定する⽇時にシステムに参加する必要があります。 

    参考︓総合情報メディアセンターホームページ（Web 会議サービス） 
      https://idoffice.cite.ehime-u.ac.jp/webmeeting/webmeeting.html 
  
 ② ⾮同期（蓄積）型 

    Moodle などの e-learning システムを活⽤して、教員があらかじめ Web サーバ等に蓄積した教材に対
して、学習者がいつでも好きなときにアクセスして学習する形態です。リアルタイムではないので、質疑
応答などは、メール等でのやりとりとなります。 

    Moodle 教職員向け利⽤ガイド 
      http://moodle.ehime-u.ac.jp/manual_tch/manual_tch_top.html 
    Moodle 教職員向け利⽤ガイド（公開準備編） 
      http://moodle.ehime-u.ac.jp/manual_tch_00_35.html 
 
 2) 遠隔授業Ｂ︓修学⽀援システム等のメールにより課題を与え、指導を⾏う遠隔授業 
   例︓ネット配信による遠隔授業をせずに、複数回の「課題」と「期末レポート」で、成績を評価する⽅式。

教科書や事前配布資料、ネット上のメディア等を併⽤することができる。 



4．「遠隔授業」実施の注意点 
 ① ３．「遠隔授業」の⽅式の遠隔授業Ａ、遠隔授業Ｂのいずれの場合においても成績判定の前に、メールや電

話等で学⽣の質問に答える時間を設けてください。 
 ② ネット環境の不備等により、上記の指導を受けられない学⽣については、成績評価において不利益になら

ないよう、⼗分に配慮してください。 
 ③ 4/22（⽔）開講前にご⾃⾝でも遠隔授業を試してみるなど、準備をお願いします。 
 ④ 各授業担当教員は、授業開始前に遠隔授業Ａ、遠隔授業Ｂのいずれで開講するかを、修学⽀援システムに

より履修登録している学⽣に周知するとともに、各学部学務チームに連絡をお願いします。 
 
5．「遠隔授業」のために⼤学本部が講ずる措置 
① 遠隔授業の⽅式、成績評価、開講時期等には弾⼒的、柔軟に対応する。 
② ネットを活⽤した「遠隔授業」を実施するための準備を進める。 
 ・遠隔授業に必要なシステム（ZOOM 等）のライセンスを確保する。 
 ・総合情報メディアセンター等の主催で教員対象の「講習会」を開催する。 

  ・学⽣のネット環境を改善するため、先ず御幸寮等の設備整備を⾏う。 
  ・ネット環境が整っていない学⽣のために、予約制によって教室を提供するなどの措置を検討する。 

・「遠隔授業」受講の⽅法を解説した動画を制作し、⼤学ホームページ、YouTube 等で公開する。 
③ 基礎疾患がある教員のため、⼈事課に「相談室」を設置する。 

 
６．「遠隔授業」に関する問い合わせ先 
  ＊総合情報メディアセンター 
     情報システム課  電話︓089-927-8803 E-mail︓syssoumu@stu.ehime-u.ac.jp 
  ＊各学部学務チーム 
   ・共通教育チーム   電話︓089-927-8910 E-mail︓shokyotu@stu.ehime-u.ac.jp 
   ・法⽂学部チーム   電話︓089-927-9220 E-mail︓llgakumu@stu.ehime-u.ac.jp 
   ・教育学部チーム   電話︓089-927-9377 E-mail︓edgakumu@stu.ehime-u.ac.jp 
   ・社会共創学部チーム 電話︓089-927-9019 E-mail︓crigakum@stu.ehime-u.ac.jp 
   ・理学部チーム    電話︓089-927-9546 E-mail︓scigakum@stu.ehime-u.ac.jp 
   ・医学部学務課 
     学⽣⽣活チーム  電話︓089-960-5177 E-mail︓mgakusei@stu.ehime-u.ac.jp 
   ・⼯学部チーム    電話︓089-927-9690 E-mail︓kougakum@stu.ehime-u.ac.jp 
   ・農学部事務課 
     学務チーム    電話︓089-946-9806 E-mail︓agrgakum@stu.ehime-u.ac.jp 
  ＊総合健康センター   電話︓089-927-9193、9194 ︓s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp 
  ＊⼈事課「相談室」   E-mail︓corona@stu.ehime-u.ac.jp 
     ※必要に応じて、担当からお電話をさせていただく場合がありますので、メールには 
      所属部署・⽒名・連絡先をご記⼊願います。なお、秘密の保持は厳守いたします。 
 
７．参考 
 ・令和２年度授業⽇程 
   http://gbsv.office.ehime-u.ac.jp/tinyURL/20026 
  
 ・教育活動BCP（事業継続計画） 
   https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/04/corona_BCP.pdf 


